
   
 政策１-４ 誰もが安心して暮らせる地域のつながり・しくみをつくる 
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政策１-４ 誰もが安心して暮らせる地域のつながり・しくみをつくる 

政策の方向性 
  ひとり暮らしや認知症の高齢者、障害のある高齢者が増加するなど、地域生活を取り巻く状況は急速

に変化しています。このような中で、市⺠の健康寿命の延伸をめざすとともに、保健・医療・福祉・住まい
等の関係機関の連携を強化することや、地域のさまざまな主体が、世代を越えて、支え合い、助け合う
ことで、高齢者や障害者をはじめとした誰もが、役割と生きがいを持ち、住み慣れた地域や自らが望む場
で生涯にわたって安心して暮らし続けられるしくみづくりを進めます。 

（川崎市基本計画） 

 

市⺠の実感指標 
市⺠の実感指標の名称 

（指標の出典） 
計画策定時 

（H27）[2015] 
現状 

（R1）[2019] 
目標 

（R7）[2025] 

高齢者や障害者が生き生きと生活できるような
環境が整っていると思う市⺠の割合 
（市⺠アンケート） 

20.7% 28.2% 25%以上 
＜30％以上＞ 

＜ ＞内数値は、第３期実施計画策定時に設定したチャレンジ目標 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
政策１-4 誰もが安心して暮らせる地域のつながり・しくみをつくる

施策1-4-1 総合的なケアの推進

施策1-4-2 高齢者福祉サービスの充実

施策1-4-3 高齢者が生きがいを持てる地域づくり

施策1-4-4 障害福祉サービスの充実

施策1-4-5 障害者の⾃⽴⽀援と社会参加の促進

施策1-4-6 誰もが暮らしやすい住宅・居住環境の整備

施策1-4-7 生き生きと暮らすための健康づくり
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施策 1-4-1 総合的なケアの推進 
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施策1-4-1 総合的なケアの推進 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 「地域包括ケアシステム推進ビジョン」に基づき、将

来のあるべき姿の合意形成を図り、地域内におい
て多様な主体が、それぞれの役割に応じて具体的
に⾏動できるように考え⽅の共有を進め、「システム
構築」につなげています。 

 各区に設置した地域みまもり支援センターについて、
地域における更なる取組の周知とともに、関係機
関との連携強化を進めるため、区役所の保健福祉
センター全体を「地域みまもり支援センター（福祉
事務所・保健所支所）」と改称し、市⺠が抱える
さまざまな生活課題への対応に取り組んでいます。 

 地域みまもり支援センターによる、更なる「地域⼒の向上」に向け、各区で作成している地区カルテを活
用し、地域の担い手づくり及び地域活動の支援などの地域マネジメントに取り組んでいます。 

 

施策の主な課題 
 地域包括ケアシステムの構築に向けて、「地域包括ケアシステム推進ビジョン」の考え⽅の共有を引き続

き進めるとともに、将来のあるべき姿の合意形成を図り、地域内の多様な主体が、それぞれの役割に応
じた具体的な⾏動を⾏えるよう、住⺠が主役の地域づくりを進めることが必要です。 

 高齢化による要支援・要介護者の拡⼤が⾒込まれる中で、介護・生活支援サービスに対する需要に
対応できる持続可能なサービス提供のしくみづくりや、ICTを活用した医療・介護データに基づく健康づく
り・介護予防に向けた取組が求められています。 

 増加傾向にある、医療ニーズを有する高齢者への在宅療養の提供や看取り、さらにはそれらを支える家
族等を支援するためのしくみの充実が課題になっています。 

 急速な高齢化が進む中、年齢や障害等の状況が変わっても、住み慣れた地域や自らが望む場で質の
高い生活を送り続けるために継続的なサポートを受けられるよう、全世代・全対象型の支援を提供して
いく必要があります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響による生活⾏動の変化を踏まえながら、困りごとを抱えた⼈が取り残さ
れないよう、着実に個別支援を進めるとともに、支え合い・助け合い等による地域⼒の向上をめざし、地
域のつながりを保つための取組が必要です。 

 高齢者の増加に伴い、認知症高齢者の更なる増加が⾒込まれることから、地域の相談拠点と専⾨医
療機関の連携による相談支援体制とともに、認知症の速やかな鑑別診断、診断後のフォロー、⾝体合
併症への対応などを図る医療体制を強化する必要があります。 

 増加傾向にある⼤規模災害の発生に備え、要援護者の援護体制の強化を図る必要があります。 

 

2 

1 

資料︓川崎市年齢別⼈⼝・川崎市第 3 期実施計画策定に向けた⼈⼝推計から作成 
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施策の方向性 
 
  「地域包括ケアシステム推進ビジョン」に基づく、市⺠が、住み慣れた地域や本⼈の望む場で、安心

して暮らし続けることができるしくみづくりの更なる推進 

  地域内の多様な主体が、地域における将来のあるべき姿を共有し、具体的な⾏動を⾏えるように、
考え方を地域全体で共有 

  新型コロナウイルス感染症の影響による生活⾏動の変化を踏まえた、地域資源の活⽤によるセル
フケア意識の醸成や地域の⽀え合い・助け合い等、地区カルテを活⽤した地域マネジメントの推進 

  医療・看護・介護の連携による地域における包括的かつ継続的な在宅療養・看取りのしくみづくり
の推進 

  対象者を年齢や疾病、障害の種別等で限定しない、全世代・全対象型の地域リハビリテーションと
高齢者の⾃⽴⽀援や効果的な介護予防の推進 

  認知症の予防、早期発⾒・対応に向けた普及啓発と、認知症の⼈と家族を⽀える⽀援ネットワー
クの構築 

  高齢者・障害者等の災害時援護体制の整備に向けた取組の推進 

 
 

直接目標 
  多様な主体による地域での⽀え合いのしくみをつくる 

 
  

4 

3 
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主な成果指標 
 

 
※１ 第２期実施計画から、前期高齢者と後期高齢者のそれぞれに占める要介護・要支援認定者の割合を目標値として設定しています。 
※２ ここで⾔う「理解度」とは、地域包括ケアシステムの内容を知っていることに加え、具体的にどのように⾏動したらよいかが分かっていることとしています。 

名　　　　　称
（指標の出典）

⼈以上 110,480 ⼈以上
（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

（令和7（2025）年度）

認知症サポーター累計養成者数
（健康福祉局調べ）

24,034 ⼈ 70,024 ⼈ 35,900 ⼈以上 78,480

⺠生委員児童委員の認知度
（健康福祉局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー53.9 ％ 70.0 ％以上

（令和元（2019）年度）

98.2 ％以上
（平成27（2015）年4⽉） （令和2（2020）年4⽉） （平成30（2018）年4⽉） （令和4（2022）年4⽉） （令和8（2026）年4⽉）

⺠生委員児童委員の充⾜率
（健康福祉局調べ） 90.5 ％ 83.1 ％ 96.2 ％以上 97.2 ％以上

20.0 ％以上
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度） （令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

介護予防の取組として、地域の活
動に参加する⼈の割合
（高齢者実態調査）

10.6 ％ 11.0 ％ 10.6 ％以上 15.0 ％以上

地域包括ケアシステムの構築に向け
た、地域みまもり支援センターの認
知度
（健康福祉局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー31.0 ％ 50.0 ％以上

1,750 ⼈以上
（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

在宅チーム医療を担う⼈材育成研
修の受講者累計数
（健康福祉局調べ）

308 ⼈ 1,007 ⼈ 750 ⼈以上 1,350 ⼈以上

地域包括ケアシステムの考え⽅の理
解度※２

（市⺠アンケート）
10.1 ％ 9.9 ％ 16.0 ％以上 32.0 ％以上

（令和7（2025）年度）

34.73 ％以下％ ％

％ 4.81 ％以下 5.15 ％以下 4.52

（令和元（2019）年度）

42.0 ％以上
（平成27（2015）年度） （令和元（2019）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

17.07 19.02 18.40 19.18 22.09％ ％ ％以下 ％以下

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における目標値

第２期実施計画期間
における目標値

第３期実施計画期間
における目標値

高齢者のうち、介護を必要とする⼈
（要介護・要支援認定者）の割
合※１

（健康福祉局調べ）

％以下

4.82 ％ 4.79

％以下
（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和2（2020）年度） （令和7（2025）年度）

％以下

32.02 32.99 32.59 ％以下 33.04

前期高齢者

後期高齢者

前期高齢者 前期高齢者前期高齢者 前期高齢者

後期高齢者 後期高齢者 後期高齢者 後期高齢者

5 
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計画期間の主な取組 

 
  

●地域包括ケアシステムの理解促進に向けた普及啓発の取組の実施

●⺠間企業を含めた多様な主体と連携した地域づくりの取組の推進

●小地域における地域マネジメントの取組推進

●住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるしくみづくり

●地域の実情に応じた多様なサービスの提供の実施

●介護予防・日常生活⽀援総合事業の充実に向けた地域の担い手づくり及び活動への⽀援

●⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた取組の推進

●地域リハビリテーション⽀援拠点による介護予防の推進に向けた⽀援の実施

●団塊ジュニア
世代が高齢者と
なるR22年を⾒
据えた第３段階
の進化期における
取組の⽅向性の
整理

誰もが、住み慣れた地域等
で、安心して暮らし続けること
ができる地域の実現に向け
て、地域包括ケアシステムの
構築を推進します。

・一般介護予防事業
（総合事業）の実施

・フレイル予防の普及
啓発の実施

事業推進

・地区カルテを活用した地域課題の把握と支援の実施

・地域リハビリテーション
支援拠点の運営開始

・地域リハビリテーション支援拠点によるケアマネジャー支援、地域の介護予防活動の支援

・地域包括ケアシステム連絡協議会の開催R2地域包括ケアシステ
ム連絡協議会の開催
回数︓１回

・ワーキンググループによる新たな地域資源や取組の開発

・包括的相談支援モデ
ルの検討

・ワーキンググループによ
る取組の検討
R3地域包括ケアシステ
ム懇話会の開催数︓
１回

・介護予防のための体操教室や講座を通じた介護予防の普及啓発

・重層的な支援体制の構築に向けた取組の推進

介護予防事業
・介護予防・生活支援
サービス事業（総合事
業）の実施

・各区における地区カル
テを活用した地域課題
の把握と支援の実施
・コミュニティ施策と連携
した取組の推進

・介護予防活動グループの⽴ち上げ、活動の支援

・コミュニティ施策と連携した取組の推進

・地域における担い手の発掘

・要支援者等を対象とした本市独自の訪問型・通所型サービスの実施
・要支援者等への家事援助に従事する「かわさき暮らしサポーター」の養成

・地域包括ケアシステム懇話会の開催

高齢者の自⽴支援の取組を
推進すると ともに、要支援・
介護状態等となることや重症
化を防ぐため、効果的な介護
予防と地域リハビリテーションの
具体的な取組を進めます。

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

・多様な手法と幅広い広報媒体を活用したさまざまな世代に向けた普及啓発の推進
地域包括ケアシステム推
進事業 ・多様な手法によるさま

ざまな世代への普及啓
発の推進

●「地域包括ケ
アシステム推進ビ
ジョン」の第2段
階のシステム構築
期（R7年度）
の成果や課題等
の検証

・「いこい元気広場事業」によるフレイル予防の普及啓発

6 
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●認知症対応⼒向上に向けた各種研修の開催

●早期診断・早期対応に向けた取組

●認知症高齢者等の生活⽀援の実施

●介護者の負担軽減に向けた取組の推進

認知症高齢者対策事業

・認知症の⼈や家族と支援者をつなぐ「チームオレンジ」の整備

R2かかりつけ医研修受
講者数︓50⼈
R2病院勤務医療従
事者の認知症対応⼒
向上研修受講者数︓
200⼈

・若年性認知症ガイド
ブック、認知症ケアパス
等の普及

・認知症の介護経験者によるピアカウンセリングや専⾨医療相談の実施
・⾏⽅不明高齢者の早期発⾒に向けた取組の推進

・認知症ケアパス等の普及を通じて認知症の⼈が早期に適切な医療・介護サービスにつなが
るよう支援

認知症疾患医療セン
ターの２か所増設

・早期診断・早期対応に向けた地域医療の提供と連携の推進

R2認知症サポーター養
成講座受講者数︓
8,000⼈

・認知症サポーター養成講座の実施

事業推進

R2認知症サポート医
養成研修受講者数︓
６⼈
R2フォローアップ研修
受講者数︓30⼈

軽度認知障害
（MCI）スクリーニング
検査モデル事業の実施

・認知症に関する研修の実施

・認知症カフェの普及

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

認知症に関する普及啓発や
徘徊高齢者等SOSネットワー
クの充実を図り、認知症高齢
者等の地域による⾒守り機
能の充実を図ります。

・認知症コールセンター
の運営

認知症訪問支援チー
ムによる支援の実施

R2認知症介護指導
者養成研修受講者
数︓２⼈

・若年性認知症コーディネーターによる就労継続等の支援の実施

・「認知症等⾏⽅不明
高齢者等SOSネット
ワーク事業」の実施

・「チームオレンジ」の整
備に向けた検討

・若年性認知症支援
コーディネーターによる支
援の実施

・認知症事故救済制
度のあり⽅の検討

・認知症事故救済制度のあり⽅の検討
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●24時間365日の在宅医療推進のしくみづくり

●在宅医療・ケアに関する市⺠啓発の推進

●単⾝高齢者等の生活上の課題に対して「発⾒の目」となる⽀え合いのしくみづくりの推進

●総合リハビリテーション推進センターを中心とする取組の推進

●地域リハビリテーションセンターにおける⽀援の実施

●地域リハビリテーション体制構築に向けた⼈材育成の実施

●災害時の要援護者に対する⽀援の実施

●災害時に⽀援が必要な方の避難場所である、二次避難所の整備・拡充

●大規模災害時の福祉拠点機能の強化に向けた「災害福祉ガイドライン」に基づく取組の推進

●⽕災⾵⽔害等の遺族への弔慰⾦及び被災者への⾒舞⾦の⽀給

●医療と介護の連携に向けたしくみづくり

・在宅療養調整医師
の配置（７名）

・多職種連携を促進する研修の実施
・各区に配置した在宅療養調整医師による在宅療養の推進

事業推進

・在宅医療サポートセン
ターの運営
・看取り提供体制の構
築に向けた検討

・看取り提供体制の構築に向けた取組の推進

R2シンポジウム開催
数︓1回

・在宅医療や終末期をテーマとしたシンポジウムの開催

・継続実施

R2支給件数︓42件

医師、看護師、介護支援専
⾨員など多職種が連携し、
医療・介護サービスを包括的
に提供する環境づく りに取り
組みます。

地域リハビリテーション推
進事業 ・市内全体のリハビリ

テーションの支援⼒向
上に向けた総合的な課
題の整理と検討

・検討結果を踏まえた取組の推進 事業推進

・多職種連携の強化、在宅療養患者に対する一体的な支援体制の構築に向けた協議の
実施

R2表彰者数︓３件

・円滑な連携を図るためのルール・ツールづくり

・災害時の緊急⼊所、個別避難計画の作成支援、医療的ケア児者への
支援の実施

・協⼒⺠間事業者の拡充に向けた取組の実施
・地域⾒守りネットワークの広報の実施 事業推進

事業推進

・リーフレット「在宅医療
Q＆A」、在宅医療情
報誌「あんしん」の発⾏

・リーフレット等の発⾏、配布

・多職種への医療的助⾔、医療資源等の把握、退院調整支援等の取組の推進

・二次避難所の整備・拡充に向けた取組・地域リハビリテーション
センターへの二次避難
所の設置

R3従事者向け研修の
実施回数︓30回

・弔慰⾦及び⾒舞⾦の支給

・「災害時要援護者避
難支援制度」に基づく
取組の推進

ひとり暮らし高齢者等の異変
を早期に発⾒し、支援ができ
るよう、地域に密着した事業
者とのネットワークを構築しま
す。

R2協⼒事業者数︓
69か所

・⼈命救助につながった協⼒⺠間事業者への表彰

総合リハビリテーション センター
を中心に、対象者を年齢や
疾病、障害の種別で限定し
ない、全世代・全対象型の地
域リハビリテーション体制の構
築に向けた取組を進めます。

在宅医療連携推進事業

・全世代・全対象型の
地域リハビリテーション体
制の構築に向けた取組
の推進

事務事業名
現状 事業内容・目標

・在宅チーム医療を担
う地域リーダー研修等
による⼈材養成

R2在宅療養推進協
議会開催数︓3回

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

地域⾒守りネットワーク事
業 ・市政だより等による広

報

・地域リハビリテーションの取組を促進する研修の実施

災害救助その他援護事
業

災害時に高齢者や障害者等
の要援護者の安全確保や円
滑な避難を支援する災害時
要援護者避難支援制度の
運用など災害時援護体制の
整備を図ります。

・二次避難所の物資・
備蓄品の整備、感染
症を踏まえた開設訓練
の実施

・災害福祉調整本部
の設置と災害福祉シス
テム構築・仮運用

・⼤規模災害時の福祉拠点機能の強化

・受援体制の検討と福
祉施設の業務継続計
画（BCP）作成支援
の実施
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●⺠生委員児童委員の適正配置の実施

●⺠生委員児童委員協議会への運営補助等による⺠生委員児童委員の育成・⽀援

●活動環境整備のための効果的な研修の実施及び広報の充実

●⾃殺の防⽌等に関する市⺠の理解の増進

●⾃殺の防⽌等に関する⼈材の確保、養成及び資質の向上

●⾃殺の危険の高い⼈々、⾃殺未遂者、遺族等への対策の充実

●「⾃殺対策総合推進計画」に基づく取組の推進

●「あんしんセンター」の運営

●成年後⾒制度利⽤促進計画に基づく取組の推進

●市職員への虐待対応研修、事例検討会の開催、及び弁護⼠等による相談⽀援事業の実施

●障害者差別解消推進法に基づく取組の実施

●障害者相談⽀援センターの運営

●指定特定相談⽀援事業所の拡充に向けた、計画相談⽀援体制の強化等

障害者相談支援センター等
の運営を通じて、障害者の地
域生活を支えるため、相談支
援や地域のネットワークづくりに
取り組みます。

事業推進・継続実施

事業推進

・計画に基づく取組の
推進

⺠生委員児童委員活動
育成等事業

・効果的な研修の実施
及び広報の強化 ・さまざまな媒体を活用した広報強化による活動支援の充実

・増員に向けた調整や
複数担当制などの欠
員対策による担当世
帯数の適正化

・増員に向けた調整や欠員対策の実施

R2ゲートキーパー講座
開催回数︓６回

・継続実施

・⾏政・社会福祉協議会・⺠児協の連携による効果的な研修の実施

地域の⾝近な相談相手であ
り、⾒守り役でもある、⺠生
委員児童委員を、条例及び
国の参酌基準に基づき適正
に配置し、育成・支援するこ
とを通じて、地域福祉の推進
を図ります。

R2成年後⾒制度のシ
ンポジウムや各種研修
の開催数︓４回
・成年後⾒制度に関す
る相談支援の実施
・市⺠後⾒⼈の支援
等の推進

・市⺠後⾒⼈の養成、フォローアップ及び裁判所から選任された後⾒⼈の相談支援の実施

R2開催数︓２回 ・市職員向け虐待対応研修及び権利擁護に関する弁護⼠相談事業の実施

・市職員の服務規律で
ある「対応要領」の施
⾏・周知、及び研修等
の実施
・市⺠や事業者への普
及・啓発
・障害者差別解消支
援地域協議会の運営

・継続実施

・自殺未遂者やその家
族、遺族等への支援の
実施及び関係機関に
よる連携体制の構築

・継続実施

自殺対策総合推進計画に
基づき、地域の多様な主体と
協働し、安心して暮らせるま
ちづくりと自殺に追い込まれな
い社会の実現に向けた取組を
進めます。

・計画に基づく取組の推進、計画改定に向けた取組の実施

・検討結果を踏まえた取組の推進

⾃殺対策・メンタルヘルス
普及啓発事業 ・情報収集と効果的な

普及啓発の推進

事務事業名 令和３（2021）
事業内容・目標

令和４（2022）〜７（2025）年度
令和８（2026）

年度

現状

年度以降

・継続実施

権利擁護事業
運営数︓各区１か所 事業推進・成年後⾒制度の法⼈後⾒や社会福祉法に定める⽇常生活自⽴支援事業の実施

高齢者、障害者を含め誰も
が、虐待や消費者被害等の
権利侵害を受けることなく、
安心して生活できるよう 、社
会生活における相談支援の
提供など、権利擁護の取組
を推進します。

・体制強化に向けた支
援やサポートプラン作成
の実施

事業推進

●地域⾃⽴⽀援協議会の推進
R2開催回数︓２回

・基幹型３か所、地域
型23か所の設置・運
営

・地域のネットワークづくりの推進

・⺠生委員児童委員
の育成・支援

・ゲートキーパー講座の開催

・シンポジウムや各種研修の実施
・中核機関職員や専⾨職の派遣等による相談支援の実施

障害者相談⽀援事業
・安定的な運営と地域の関係機関との連携

・活動環境の向上等の
取組の検討
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施策1-4-2 高齢者福祉サービスの充実 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 高齢者が安心して暮らせる住まいの確保と、

介護が必要になった時でも必要な介護サービ
スなどを選択して住み慣れた地域で暮らせるよ
う介護サービスの基盤整備を進めるとともに、
増加するひとり暮らし高齢者が、安心して在宅
生活を継続できるよう、地域ぐるみの⾒守りや、
ICTを活用した⾒守り支援を進めています。 

 高齢者の状態の改善・維持に取り組む介護サ
ービス事業所を評価するしくみとして「かわさき
健幸福寿プロジェクト」に取り組んでいます。 

 介護⼈材の確保に向けて、４つの重点的な
項目として、啓発イベントの開催などによる「⼈材の呼び込み」、福祉⼈材バンクの就職相談会などの
「就労支援」、メンタルヘルス相談窓⼝の設置などの「定着支援」、職務階層に応じた研修の「キャリアア
ップ支援」に取り組むとともに、求職者と介護サービス事業所の双⽅を一体的に支援する「介護⼈材マッ
チング・定着支援事業」を⾏っています。 

 

施策の主な課題 
 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる多様な居住環境の実現を図るための介護サービス基盤

の構築や、要介護・要支援高齢者の増加に伴う介護ニーズの増⼤と多様化に柔軟に対応することがで
きるサービスの着実な提供が求められています。 

 いわゆる団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）になる令和７（2025）年、またその先の団塊ジ
ュニア世代が高齢者（65歳以上）になる令和22（2040）年に向け、医療・看護・介護サービスの
⼈材確保が課題となっていることから、限られた資源を効率的・効果的に活用して、持続可能なケアの
提供体制を構築していく必要があります。 

  

2 

1 

資料︓第 8 期川崎市小売者保健福祉計画・介護保険計画から作成 

要介護・要支援認定者数の推移及び推計（市） 
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施策の方向性 
 
  質の高い介護サービス基盤の整備と介護が必要となっても⾃分らしく暮らし続けるためのサービス

の着実な提供 

  高齢者福祉施設の⻑寿命化、建替えに合わせた再編・統合、公設施設の運営手法等の⾒直し
などによる、介護サービスの提供基盤の確保 

  災害や感染症等発生時の高齢者福祉施設の安定的な運営に向けた取組と、社会変容への的確
な対応 

  限られた⼈的資源の効率的・効果的な活⽤と、介護ロボット等の導⼊による介護職員の⾝体的
負担の軽減とICTを活⽤した業務の効率化 

 
 

直接目標 
  介護が必要になっても高齢者が生活しやすい環境をつくる 

 

主な成果指標 

 
  

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における目標値
第２期実施計画期間

における目標値
第３期実施計画期間

における目標値
介護サービスを受けながら住み慣れ
た地域で暮らす高齢者の数（主な
「地域密着型サービス」の延べ利用
者数）
（健康福祉局調べ）

⼈／年以上
（平成27（2015）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和2（2020）年度） （令和7（2025）年度）

現在利用している在宅サービスの評
価（「不満」のない⽅の割合）
（高齢者実態調査）

94.3 94.0 94.3 94.3 94.3％

10,380 19,912 19,668 23,316 39,586⼈／年 ⼈／年 ⼈／年以上 ⼈／年以上

改善　17 ％以上

％ ％以上 ％以上 ％以上
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度） （令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

維持　65 ％以上
（平成27（2015）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

改善　17 ％以上

維持　63.9 ％ 維持　78.0 ％ 維持　65 ％以上 維持　65 ％以上

（令和2（2020）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

介護⼈材の不⾜感
（介護⼈材の確保・定着に関する
実態調査）

75.7 ％ 75.8 ％ 74

かわさき健幸福寿プロジェクトの参
加事業所数
（健康福祉局調べ）

第２期実施計画
から新たに設定 ー256 300 400事業所 事業所以上 事業所以上

（令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

かわさき健幸福寿プロジェクトの実
施結果（プロジェクト参加者の要介
護度の改善率・維持率）
（健康福祉局調べ）

改善　16.7 ％ 改善    6.2 ％ 改善　17 ％以上

（令和7（2025）年度）

介護⼈材マッチング・定着支援事
業の求職者のうち就職した⼈数
（健康福祉局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー82 ⼈ 100 ⼈以上

（令和2（2020）年度）

％以下 72 ％以下 70 ％以下
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度）

5 

4 

3 
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計画期間の主な取組 

 
  

●多様な⼈材の参⼊を促進し、⼈材の呼び込みにつながる取組を実施

●介護の仕事に就くための⽀援の実施

●介護⼈材の定着⽀援の実施

●介護職員の安定した雇⽤の確保と定着に向けた取組の実施

・外国⼈介護⼈材の
受⼊に向けた各種研
修やメンタルケア等の実
施

R2「メンタルヘルス相談
窓⼝」による就労実
績︓58⼈

・メンタルヘルス相談や介護ロボットの導⼊などの促進

・介護ロボットの導⼊支
援の取組の検討・実施

R2階層別研修実施
回数︓55回

・階層別研修の実施によるキャリアアップ支援の推進

福祉⼈材確保対策事業

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

R1年普及啓発イベン
ト参加者数︓350⼈

・イベントの開催等による普及啓発や介護職員への支援の実施 事業推進

R2再就職支援セミナー
参加者数︓81⼈

・再就職支援セミナーや介護⼈材マッチング・定着支援、外国⼈介護⼈材の受⼊れ、資格
取得に向けた各種研修などの実施

⼈材の 呼び 込み 、就 労支
援、定着支援、キャリアアップ
支援の４つの柱で、介護⼈
材確保と定着の支援に取り
組みます。

R2介護⼈材マッチン
グ・定着支援事業研
修受講者数︓82⼈

6 
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●「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（かわさきいきいき⻑寿プラン）」の着実な推進

●特別養護⽼⼈ホームの整備

●介護付有料⽼⼈ホームの整備

●認知症高齢者グループホームの整備の整備

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備

●（看護）小規模多機能型居宅介護の整備

●高齢者福祉施設の⽼朽化対策及び再編整備の推進

●介護サービスの質の確保に向けた取組の実施
・監査指導の実施 ・監査指導の実施
・災害、感染症等の発
生時の施設の安定的
な運営に向けた取組の
実施

・災害や感染症等発生時の介護サービス事業所の安定的な運営に向けた取組の実施

R2開所︓０か所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備推進
累計︓22か所

R2開所︓２か所
R3開所︓８か所

・（看護）小規模多機能型居宅介護の整備推進

・「高齢者・障害児者
福祉施設再編整備基
本計画」及び「高齢
者・障害児者福祉施
設再編整備第1次実
施計画」の改訂と、計
画に基づく⽼朽化対
策・建替え支援の実施

・計画に基づく取組の推進

多様な手法により、特別養
護⽼⼈ホーム等の整備や地
域密着型サービスの充実など
の、地域居住の実現に向けた
介護サービス基盤の整備を進
めます。

R2開所︓０床 ・特別養護⽼⼈ホームの整備推進
R3開所︓153床

累計︓4,955床
・川崎区⽇進町地区、
短期⼊所生活介護の
本⼊所への転換

R2.3の定員数︓
7,584名
R3.3の定員数︓
7,584名

・介護付有料⽼⼈ホームの整備推進

R2.3のユニット数︓
263ユニット
R3.3のユニット数︓
265ユニット

・認知症高齢者グループホームの整備推進

介護サービスの基盤整備
事業 ・「第８期」計画の策

定（R2）
・計画に基づく取組の実施
・次期計画の策定

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

事業推進
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●介護保険制度の安定的な運⽤

●介護サービスの事業量の⾒込や⾒込量を確保するための方策等について定める「介護保険事業計画」の策定

●プロジェクト実施による要介護度等の改善・維持の推進

●プロジェクトの取組の積極的な周知及び介護サービス利⽤者・介護サービス事業所の参加に向けた意識の醸成

●ひとり暮らし等高齢者の地域における⾒守り事業の実施

●区役所及び地域包括⽀援センターの⽀援による市⺠主体の⾒守りの推進

●ICTを活⽤した効率的・効果的な高齢者⾒守り⽀援の実施

●高齢者の生活を⽀えるサービスの提供の実施

●高齢者がいつまでも安心して暮らせるための終活⽀援事業の実施
・終活支援事業のあり
⽅検討

・終活支援事業の創設と実施

・さまざまなサービスの提
供と給付の実施

・訪問理美容サービス、寝具乾燥事業の実施と紙おむつや⽇常生活用具の給付

高齢者生活⽀援サービス
事業 ・⺠生委員児童委員

の協⼒による状況把握
や安否確認等の実施

・地域における⾒守りの継続実施 事業推進

ひとり暮らし高齢者が住み慣
れた地域で安心して暮らし続
けられるよう、支援に取り 組む
とともに、高齢者の生活を支
える介護保険外のサービスの
提供や⽇常生活用具の給付
等を⾏います。

・高齢化の進んだ団地
における⾒守り体制の
構築

・継続実施

・緊急通報システムを
活用した⾒守りの実施

・継続実施

介護保険事業
・ニーズを踏まえた利用
者本位のサービス提供

・利用者本位のサービス提供の実施 事業推進

・介護保険料の滞納
整理強化及び収⼊未
済額縮減の推進

介護を要する状態になって
も、利用者自⾝の選択に基
づく介護サービスの利用によ
り、できる限り自宅で自⽴した
⽇常生活が営めるように、必
要な介護サービスを総合的か
つ一体的に提供します。

・滞納整理の強化や収⼊未済額縮減に向けた取組の推進

R3取組事例発表会の
開催回数︓１回

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度以降年度

かわさき健幸福寿プロジェ
クト R3参加事業所数︓

300か所 ・これまでの取組の検証と国や他都市の動向、データ分析を踏まえた事業の改善
R3参加利用者数
270⼈

・表彰、公表等インセ
ンティブの付与

・一定の成果をあげた事業所及び利用者に対するインセンティブの付与
・介護保険制度への反映など、国の動向を踏まえた事業実施のあり⽅の⾒直し・検討

R3事業所を対象とし
た自⽴支援に重点を
置いたケアに関する講
習会参加者数︓30
⼈

・自⽴支援の実践のための講習会の開催
・取組事例の共有による意識醸成と実践の促しのための研修会の開催

要介護度等の改善・維持を
図った介護サービス事業所及
びサービス利用者に、イン セン
ティブを付与することで、安心
して介護サービスを利用できる
しくみづくりをめざします。

・「第８期介護保険事
業計画」の策定
（R2）

・計画に基づく取組の実施
・「第９期介護保険事業計画」の策定

・プロジェクトの趣旨等の普及啓発と参加促進 事業推進
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施策1-4-3 高齢者が生きがいを持てる地域づくり 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 高齢者の生きがいづくりや社会参加の促進に向けて、

路線バスを活用した外出支援に取り組むとともに、希望
する高齢者に就業機会を提供するシルバー⼈材センタ
ーの取組を支援しています。また、各種講座や介護予
防イベントの実施、全国健康福祉祭（ねんりんピック）
への選手派遣などを実施しています。 

 高齢者の地域活動への参加の場を提供するとともに、
介護予防の拠点として高齢者の健康増進を図るため、
いこいの家及びいきいきセンターを運営しています。また、
より多くの地域住⺠に利用される施設とするため、多世代
交流などの地域交流に取り組んでいます。 

 

施策の主な課題 
 高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進に向けて、高齢者の増加や、デジタル化の進展等に伴うニー

ズの変化を踏まえた取組を進めるとともに、新しい生活様式を⾒据えた制度への再構築が必要です。 

 

施策の方向性 
 
  さまざまな経験や知識を有する高齢者の地域づくりへの参加や、高齢者の生きがい、健康づくりを

⽀援する仕組・環境の整備 

  高齢者の更なる増加や社会環境の変化を⾒据えた制度の再構築 

  高齢者が地域でいきいきと暮らせるよう、地域交流の促進や多様な⼈材が活動する地域コミュニテ
ィの拠点づくりに向けた取組の実施 

 
 

直接目標 
  高齢者が生きがいをもって暮らせる環境をつくる 

  

4 

3 

2 

1 

(％) 

(年度) 
資料︓「高齢者実態調査」 
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主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 
  

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における目標値
第２期実施計画期間

における目標値
第３期実施計画期間

における目標値

38.3 ％以上
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度） （令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

収⼊を伴う仕事をしている高齢者
の割合
（高齢者実態調査）

26.7 ％ 31.8 ％ 27.8 ％以上 32.5 ％以上

％以上 55.0 ％以上
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度） （令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

ほぼ毎⽇外出している高齢者の割
合
（高齢者実態調査）

48.1 ％ 52.5 ％ 50.0 ％以上 52.5

35.1 ％ 43.4 ％ 36 ％以上 50 ％以上

29.2万 ⼈以上
（平成25（2013）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

高齢者向け施設（いきいきセン
ター）の利用実績
（指定管理事業報告書）

289,028 ⼈ 111,242 ⼈ 29万 ⼈以上 29.1万 ⼈以上

55 ％以上
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度） （令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

生活に「はり」や「楽しみ」を感じて
いる高齢者の割合
（高齢者実態調査）

●高齢者の外出⽀援に向けた取組の実施

●高齢者の就業の場の確保

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

高齢者外出⽀援事業
・バス優待乗⾞証の交
付

・バス優待乗⾞証のICT化の実施と持続可能な制度構築 事業推進
高齢者の外出を支援すること
により、高齢者の社会参加を
促進します。

・ICTを活用した新たな外出支援施策の推進
・持続可能な制度の構
築とICTの導⼊に向け
た取組の実施
・福祉有償運送の道
路運送法上の手続に
おける事業者支援

高齢者就労⽀援事業
・シルバー⼈材センター
に対する支援の実施

・継続実施 事業推進
希望する高齢者の就業の機
会を確保することにより、生き
がいづくりと社会参加を促進
します。

6 

5 
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●「シニアパワーアップ推進事業」の実施

●高齢者の健康と福祉の総合的な祭典である全国健康福祉祭（ねんりんピック）への選手派遣

●いきがい・健康づくり等普及啓発事業の実施

●敬⽼祝品の贈呈と市⻑敬⽼訪問の実施と持続可能な制度構築

●⽼⼈福祉の実施

●外国⼈高齢者⽀援の実施

●指定管理者によるいこいの家48か所、いきいきセンター7か所の運営

●いこいの家、いきいきセンターの移転・整備

●こども⽂化センターとの連携強化をはじめとした多世代交流の取組の推進

事業推進

・新たな利用者の獲得
に向けた取組の検討・
実施

R2講演会開催回
数︓1回

・講演会の開催等による普及啓発の実施

生涯現役対策事業
R2自己啓発講演会
開催回数︓1回

・シニアパワーアップ推進事業の推進 事業推進
高齢者が地域で生き生きとし
た生活を送ること ができ るよ
う、生きがいづくりを支援しま
す。

・新たなニーズを踏まえた取組の実施
R2シニア向け傾聴講
座開催回数︓1回
R2パソコン講座開催
回数︓3回
R2情報誌の発⾏回
数︓4回

R1選手派遣:
20種目134名

・神奈川⼤会開催と選手派遣の実施

・神奈川⼤会開催に
向けた取組の推進

事業内容・目標
令和３（2021）

令和４（2022）〜７（2025）年度
令和８（2026）

年度 年度以降
事務事業名

現状

R2対象者数︓
6,268⼈

・敬⽼祝品の贈呈と市⻑敬⽼訪問の実施
・持続可能な制度構築

・かわさき福寿手帳の
発⾏とあり⽅の検討

・かわさき福寿手帳の⾒直しの検討
・⽼⼈福祉⼤会等の実施と⽼⼈クラブ活動等の支援の実施

・外国⼈高齢者福祉
手当の支給

・外国⼈高齢者福祉手当の支給

・ふれあい館における相
談・交流事業の実施

いこいの家・いきいきセン
ターの運営 R2いこいの家及びいき

いきセンター利用者
数︓325,449⼈

高齢者が地域活動に積極的
に参加する場を提供するとと
もに、介護予防の拠点と して
高齢者の健康増進を図るた
め、いこいの家及びいきいきセ
ンターを適切に運営します。ま
た、「いこいの家・⽼⼈福祉セ
ンター活性化計画」 に基づく
取組を推進します。

●いこいの家・⽼⼈福祉センター活性化計画に基づく施設の⽼朽化対策や有効活⽤等の実施
R2いこいの家の⽼朽化
対策実施数︓2か所

・継続実施

・いこいの家の機能重
視の考え⽅への転換と
施設配置の⾒直しの
検討・実施

・事業推進

・相談・交流事業の実施

R2事業実施数︓23
か所

・多世代交流の取組の実施と更なる推進

・中原いきいきセンター
の移転・整備に向けた
検討

・移転に向けた取組の推進

・⼤師・田島いこいの家
の移転・整備に向けた
検討
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施策1-4-4 障害福祉サービスの充実 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 障害のある⽅が、住み慣れた地域

や本⼈が望む場で安心して自⽴し
た生活を送るため、各種相談を充
実させながら、⽇中活動の場である
生活介護事業所や住まいの場であ
るグループホーム、相談や短期⼊所、
地域の体制づくり等の機能を持つ
地域生活支援拠点を整備するとと
もに、地域リハビリテーションセンター
等と連携してサービスの質の向上を
図るなど、障害者の地域生活支援
の充実を図っています。 

 障害のある⼦どもや発達に心配のある⼦どもの地域生活の充実に向けて、軽度の障害やその疑いがあ
る⼦ども及びその保護者等に対して、適時適切な相談・支援を提供できるよう、⼦ども発達・相談セン
ターの設置を進めています。また、地域療育センターにより専⾨的な支援を⾏うとともに、児童発達支援
や放課後等デイサービスなどのサービス提供事業者により、⾝近な地域で発達段階に応じた療育支援
を⾏っています。 

 

施策の主な課題 
 支援を必要とする障害者の増加とともに、障害の多様化や高齢化に伴う重度化・重複化が進んでいる

ことから、障害者の自⽴した地域生活に向けて、多様化するニーズを踏まえた支援体制を構築する必
要があります。 

 医療技術の進歩や障害に対する理解の深まり等に伴う障害児として診断・判定される⼦どもの⼤幅な
増加や支援ニーズの多様化に対応するため、障害の特性や⼦どもの育ちの状態に応じた切れ目のない
包括的な支援体制を構築する必要があります。 

  

2 

1 

資料︓健康福祉局調べ 

（⼈） 

（各年３⽉末時点） 
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施策 1-4-4 障害福祉サービスの充実 

 

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
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策
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画 
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行
管
理
・
評
価 

施策の方向性 
 
  ⾏政と⺠間事業者等との役割分担と連携のもと、障害特性やライフステージなどの状況に合わせ

た⽀援体制の構築 

  短期⼊所の充実、日中活動の場の確保など、障害者の在宅生活を⽀援する基盤の充実に向け
た整備 

  新規の相談が増加している軽度・要観察の知的・発達障害のある児童に対する⽀援体制の充実
と中重度の児童に対する地域療育センターを中心とした療育体制の確保 

  医療的ケアを必要とする「医療的ケア児」の在宅生活を⽀える⽀援の充実 

  災害や感染症等の発生時の円滑な対応に向けた物資の確保や応援体制の構築 

 
 

直接目標 
  障害者が生活しやすい環境をつくる 

 

主な成果指標 

 
※ 第２期実施計画から、65 歳未満と 65 歳以上の⻑期⼊院者の⼈数を目標値として設定しています。  

名　　　　　称
（指標の出典）

（令和7（2025）年度）

市内の相談支援事業所が、精神
障害者の地域移⾏支援を実施し
た⼈数（健康福祉局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー53 ⼈ 61 ⼈以上

（令和元（2019）年度）

65歳以上 368 ⼈以下
（平成25（2013）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

65歳未満 189 ⼈以下

65歳以上 345 ⼈ 65歳以上449 ⼈ 65歳以上 290 ⼈以下 65歳以上 401 ⼈以下

⻑期（１年以上）在院者数（精
神障害）※

（健康福祉局調べ）

65歳未満 306 ⼈ 65歳未満311 ⼈ 65歳未満 271 ⼈以下 65歳未満 234 ⼈以下

1,459 ⼈／⽉以上 1,819 ⼈／⽉以上
（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

（令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

グループホームの利用者数
（健康福祉局調べ）

998 ⼈／⽉ 1,458 ⼈／⽉ 1,331 ⼈／⽉以上

4,324 ⼈／⽉ 6,142 ⼈／⽉ 4,865 ⼈／⽉以上 6,928 ⼈／⽉以上 7,254

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における目標値

第２期実施計画期間
における目標値

第３期実施計画期間
における目標値

⽇中活動系サービスの利用者数
（健康福祉局調べ）

⼈／⽉以上
（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度）

5 

4 
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 施策 1-4-4 障害福祉サービスの充実 
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計画期間の主な取組 

 
  

●障害者通所事業所等の整備

●障害児・者福祉施設の⽼朽化対策及び再編整備

●障害者のニーズに応じた在宅生活等を⽀援する取組の推進

●精神障害者への地域移⾏⽀援の実施

●災害や感染症等の発生時における⽀援体制の整備

●障害児の地域生活等を⽀えるための障害（児）福祉サービスの実施

●障害児⽀援利⽤計画の策定を⾏う指定障害児相談⽀援事業所の充実

●法令や国の通知に基づく適正な補装具の給付

●障害者等の社会参加を促進するための日常生活⽤具の給付

障害者の地域における生活の
場や、⽇中活動の場を確保
するため、障害者通所事業
所等の整備を進めます。

障害児の地域生活や施設に
おける⽇常生活を支えるた
め、障害（児）福祉サービス
を提供します。

・継続実施

・継続実施

・持続可能な制度の構築を図りながら、サービスの提供等による地域生活支援の実施 事業推進

・障害児相談支援事業所の充実

事業推進

・医療的ケア児者の実態を踏まえた支援の実施

事業内容・目標
令和３（2021）

令和４（2022）〜７（2025）年度
令和８（2026）

年度 年度以降

・「高齢者・障害児者
福祉施設再編整備基
本計画・第１次実施
計画」に基づく再編整
備の実施

・高津区⼦⺟⼝通所
施設（拠点型︓地域
生活支援拠点、短期
⼊所施設併設）の設
計

・持続可能な制度の構築を図りながら、サービスの提供による地域生活支援の実施

事業推進・高津区⼦⺟⼝通所施設開所

・計画に基づく⽼朽化施設の再編整備等に向けた取組の実施

事業推進

・グループホーム事業の
実施

事務事業名
現状

障害福祉サービスの基盤
整備事業

・重層的な地域支援
連携体制の構築に向
けた取組の推進

障害者の地域生活を支える
ため、障害福祉サービスを提
供します。

障害者日常生活⽀援事
業

障害者等の⾝体機能を補完
または代替している補装具の
購⼊・修理のための費用の支
給や、障害者等の社会参加
を促進するための⽇常生活
用具の給付を⾏います。

R2給付件数︓
33,698件

R2給付件数︓
2,738件

・中部リハビリテーション
と連携した地域移⾏支
援の実施

R2研修会、協議会の
開催回数︓7回

障害者福祉⽤具等⽀給・
貸与事業

障害児施設事業
・給付費等の支給

・小規模生活介護事業所の整備
・第３期障害者通所事業所整備計画の策定

・社会福祉施設等を利用した二次避難所整備の取組の実施

・新型コロナウイルス感
染症への対応

・災害時における福祉
支援体制整備の取組 ・障害福祉サービス継続のための衛生用品の備蓄や必要時の配布等の支援の実施

・ショートステイ事業の
実施

・居宅支援サービス、移
動支援サービス等の実
施

・個別支援の実施 ・地域移⾏支援の推進に向けた取組の実施

R2事業所数︓
計54か所

・医療的ケア児者の支
援に向けた取組の検討
と実施
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施策 1-4-4 障害福祉サービスの充実 
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●地域療育センター（4か所）における専⾨的・総合的な療育相談⽀援の実施

●子ども発達・相談センターの整備と連携体制の構築

障害やその疑いがある⼦ども
及びその保護者等に対して、
適時適切な相談・支援を提
供するための体制を構築しま
す。

事務事業名
現状

令和３（2021）
年度

事業内容・目標

令和４（2022）〜７（2025）年度
令和８（2026）

年度以降

・⼦ども発達・相談センターの整備と安定的な運営、地域の機関との連携

・相談・支援の実施と
地域の機関との連携

⼦ども発達・相談セン
ターの整備か所数︓2
か所（川崎区、幸
区）

地域療育センター等の運
営 ・療育に関する相談支

援の実施
・障害児や発達に不安のある児童などに対する相談・診察・訓練等の支援の実施 事業推進

・地域の関係機関に対
する支援の実施

・地域の関係機関への技術援助と情報提供の実施
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 施策 1-4-5 障害者の自⽴支援と社会参加の促進 
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施策1-4-5 障害者の⾃⽴⽀援と社会参加の促進 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 法定雇用率の引き上げなどにより障害者雇用の

拡⼤が図られる中、就労移⾏支援事業所や就
労援助センターなど就労支援機関を中心とした障
害者の一般就労に向けた支援や、企業の雇用を
支援する取組など、障害者の企業への就労とその
定着に向けた支援を積極的に進めています。 

 障害者手当等支給事業、障害者団体等支援
事業や障害者週間記念事業等を実施することで
障害者の自⽴と社会参加を促進するとともに、バ
ス乗⾞券･重度障害者福祉タクシー利用券交付
事業等を実施し、外出時の移動手段の確保に
取り組んでいます。 

 精神保健福祉手帳制度等の適正な運用、ひきこもりやアルコール・薬物・ギャンブル等依存症の専⾨
相談支援機関を設置し、地域関係機関と協働した精神保健福祉関連事業の実施を⾏うことで、市
⺠のこころの健康のケア、精神障害者の社会参加や自⽴の促進とその家族の支援に取り組んでいま
す。 

 

施策の主な課題 
 障害者雇用を取り巻く環境の変化や新しい生活様式に対応しながら、障害者の雇用・就労及び社会

参加の取組を進めるとともに、障害のある⼈もない⼈も、お互いを尊重し、共に支えあえる地域社会の
実現に向けた意識の醸成（心のバリアフリー）を図る必要があります。 

 ひきこもりの状態にある⼈に対して、切れ目ない支援を実施していくためのネットワークの構築が求められ
ています。 

 

施策の方向性 
 
  障害者が就労することで社会的・経済的に⾃⽴し、豊かな地域生活が送ることができるよう、障害

者雇⽤を取り巻く環境の変化や障害者特性、本⼈の希望を踏まえた取組の推進 

  多様な主体との連携を図りながら、さまざまなイベントや場面などを捉えた共生社会に向けた取組
の推進 

  「ひきこもり地域⽀援センター」を中心とする切れ目ない⽀援の実施に向けたネットワークの構築 
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施策 1-4-5 障害者の自⽴支援と社会参加の促進 
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直接目標 
   障害者が社会で活躍しやすい環境をつくる 

 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 
  

名　　　　　称
（指標の出典）

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における目標値

第２期実施計画期間
における目標値

第３期実施計画期間
における目標値

（令和7（2025）年度）

⼈ ⼈ ⼈以上 ⼈以上 ⼈以上
（平成26（2014）年度） （令和元（2019）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度）

障害福祉施設からの一般就労移
⾏者数
（健康福祉局調べ）

180 271 228 272 345
（令和7（2025）年度）

％ ％以上
（令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

障害福祉施設から一般就労した⽅
の１年後の就労定着率
（健康福祉局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定

72.9 ー ー 75.3

％ ％ ％以上 ％以上 ％以上
（平成27（2015）年度） （令和元（2019）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度）

障害者が社会参加しやすいまちだ
と思う市⺠の割合
（市⺠アンケート）

30 29.3 31 33 35

（令和7（2025）年度）

ひきこもり地域支援センターで対応
するひきこもりに関する相談の件数
（健康福祉局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー1,418 件 1,800 件以上

（令和2（2020）年度）

●障害者等の特性に応じた就労⽀援の実施

●障害者雇⽤を⾏う企業への⽀援の実施

●障害福祉サービス事業所等に対する工賃向上の取組

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

・パターン・ランゲージや
職場定着支援プログラ
ム（K-STEP)の普及・
啓発

障害者就労⽀援事業
・一般就労に向けた支
援の実施

・就労援助センターや就労移⾏支援事業所を中心とした就労支援等の実施 事業推進
・障害者の特性に応じた多様な働き⽅の推進

・短時間雇用求⼈の
開拓と障害者とのマッチ
ングの実施

一般企業への就労を希望す
る⽅への就労支援や、企業へ
の雇用支援、障害福祉サービ
ス事業所等の工賃向上に取
り組むことで、障害者の特性
に応じた就労を推進します。

・工賃向上の取組の推
進

・障害福祉サービス事業所向けの業務の共同受注窓⼝である「川崎市障がい者施設しごと
センター」を中心とした工賃向上に向けた取組の実施

R2販売会開催回
数︓１回

R2障害者雇用促進
ネットワーク会議開催回
数︓3回

・障害者雇用促進ネットワーク会議の開催等による企業への支援

4 
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●障害者社会参加推進協議会の実施

●障害者週間記念のつどいの開催

●障害者作品展の開催

●障害者の⾃⽴と社会参加を促進する生活訓練等事業の実施

●心のバリアフリーの理念を踏まえた障害者⽀援の実施

●コミュニケーションの⽀援の実施

●バス乗⾞券（ふれあいフリーパス）の交付

  ●重度障害者福祉タクシー利⽤券の交付

 　付き福祉⾞両）の運⾏

●ひきこもり地域⽀援センターにおける相談⽀援の実施

●ひきこもり⽀援ネットワークの構築

●ひきこもりに関する普及啓発と⼈材育成の実施

R2参加者数︓
1,546⼈

・生活訓練等事業の実施

・神奈川県内共通の
「ヘルプマーク」「ヘルプ
カード」の配布・普及

・継続実施

障害者の移動手段の確
保対策事業

・視聴覚障害者の生
活支援及び福祉の増
進

・継続実施

R2交付者数︓
19,108⼈

・バス乗⾞券（ふれあいフリーパス）の交付 事業推進
・利便性の向上と障害者の社会参加のさらなる促進に向けた検討

バス乗⾞券・重度障害者福
祉タクシー利用券交付事業
等を実施し、外出時の移動
手段を確保します。

R2交付者数︓
12,476⼈

事業推進

R2ひきこもりに関する
市⺠向け講演会の開
催回数︓１回

・市⺠向け講演会や研修の実施

R2ひきこもりに関する
研修の開催回数︓１
回

・ひきこもりに関する一
次相談と適切な支援
機関へのつなぎの実施

・継続実施

R2ひきこもり支援ネット
ワーク構築会議開催回
数︓８回

・ネットワークの構築に向けた取組の推進

  ●主に全⾝性障害のため移動が困難な方等の移動手段を確保する、福祉キャブ（リフト・ストレッチャー

R2稼働件数︓
4,253回

・福祉キャブの運⾏

・障害者社会参加推進協議会の開催 事業推進

現状 事業内容・目標
令和３（2021）

令和４（2022）〜７（2025）年度
令和８（2026）

年度以降

ひきこもり地域⽀援事業
広くひきこもり状態にある⽅や
家族からの相談に対し、「 ひき
こもり地域支援センター」 が関
係機関との支援ネットワークを
構築しながら適切な支援機
関へつなぐ相談支援に取り組
みます。

・重度障害者福祉タクシー利用券の交付

障害者社会参加促進事
業

事務事業名
年度

R2開催回数︓２回

障害者の自⽴と社会参加を
促進するため、障害者週間
記念事業や障害者スポーツ
の普及・啓発に向け、活動の
場の充実や情報の提供等に
取り組みます。

R2開催回数︓１回 ・障害者週間記念のつどいの開催

R2開催回数︓１回 ・障害者作品展の開催
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施策1-4-6 誰もが暮らしやすい住宅・居住環境の整備 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 誰もが安心して暮らせる住まいの確保及び居住環境の維持・向上に向けて、「住宅基本計画」に基づ

き、バリアフリー化などの住宅の質の向上や、⺠間事業者等と連携した既存住宅の流通促進、ライフス
テージに合わせた住み替えの円滑化、多様なニーズに応じた住宅の供給促進などに取り組んでいます。 

 空き家率が⽐較的低い本市においては、空き家の発生の抑制が重要であることから、「空家等対策計
画」に基づき、住宅の良質化や利活用等の予防的な取組、相談体制の充実を進めるなど、総合的な
空き家対策を計画的に推進しています。 

 住宅に困窮する低所得者の居住の安定
を図るため、「第４次市営住宅等ストック
総合活用計画」に基づき、市営住宅の
適切な運営を推進し、⻑寿命化改善や
建替え事業の計画的な実施、⼦育て世
帯向けの期限付き⼊居制度の導⼊、地
域包括ケアシステムの構築に資する市営
住宅の有効活用等の取組を進めていま
す。また、増加・多様化する住宅確保要
配慮者の安定的な居住確保に向け、居
住支援協議会を適切に運営するなど、
公営住宅だけでなく、⺠間賃貸住宅等も
活用した重層的な住宅セーフティネットの
構築に取り組んでいます。 

 

施策の主な課題 
 住まい・住まい⽅に対するニーズの多様化や少⼦高齢化の更なる進展など、本市の住宅政策を取り巻

く状況の変化を踏まえ、高齢者や⼦育て世帯等が安心して住み続けられるよう、居住ニーズやライフスタ
イル、ライフステージ等に応じた住宅を確保しやすいしくみづくりに取り組む必要があります。 

 高経年の⼾建住宅団地や分譲マンション等においては、空き家の増加や建物の管理不全化に伴い周
辺環境への影響や地域の活⼒の低下が懸念されることから、建物や管理状況に応じた予防的取組の
推進や管理適正化に向けた支援の充実などが求められています。 

 新型コロナウイルス感染症の影響や高齢化の進展等により増加が⾒込まれる住宅確保要配慮者の居
住の安定を図るため、市営住宅の有効活用の推進とともに、⺠間賃貸住宅を活用した円滑な⼊居支
援と安定した生活支援などが求められています。 

  

2 

1 

川崎市居住支援協議会による⼊居者・支援者向けサポートブック 
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施策の方向性 
 
  高齢者や子育て世帯等の多様化する居住ニーズやライフスタイル等に応じた住まい・住まい方の実

現 

  既存住宅の活⽤強化と流通促進やマンションの管理適正化等に向けた誘導・⽀援の推進 

  重層的な住宅セーフティーネットの構築に向けた市営住宅の活⽤の推進と居住⽀援協議会の適
切な運営 

 
 

直接目標 
  それぞれのニーズやライフスタイルに合った住宅が選択できる環境を整える 

 

主な成果指標 

 
※ 施設の併設等には、一定以上の規模を要することから 100 ⼾以上の市営住宅を対象としています。 

  

名　　　　　称
（指標の出典）

％以上

（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

26 40％ ％ ％以上 ％以上

％ ％以上
（平成30（2018）年度） （令和5（2023）年度）

生活支援施設等の併設や地域と
連携した取組等を⾏っている市営
住宅の団地（100⼾以上※）の
割合
（まちづくり局調べ）

17 35.1 24

既存住宅の流通シェア率
（まちづくり局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定

18.2 ー ー 20.2

％ ％ ％以上 ％以上
（平成25（2013）年度） （平成30（2018）年度） （平成30（2018）年度） （令和5（2023）年度）

住宅に関する市⺠の満⾜度
（まちづくり局調べ）

73 70 ⇒ 77 80

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における目標値

第２期実施計画期間
における目標値

第３期実施計画期間
における目標値

5 

4 

3 
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計画期間の主な取組 

 
  

●「住宅基本計画」に基づく住宅・住環境に関わる施策の推進

●住宅・⼟地統計調査、住生活総合調査等に関する取組の推進

●「高齢者居住安定確保計画」に基づく高齢者の住まいに関する施策の推進

●子育て世帯や高齢者世帯の多様なニーズや社会環境の変化に応じた⺠間住宅の誘導

●マンションの管理適正化に向けた取組の推進

●分譲マンション共⽤部分の段差か所における手すり・スロープ等の設置に要する工事費の助成

●「住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」に基づく取組の推進

●「居住⽀援協議会」による住宅確保要配慮者に対する⼊居・生活⽀援の促進

●既存ストックや地域資源を活かしたリノベーションに関する取組等の推進

●リノベーション施設等を活⽤したイベントの実施によるリノベーションまちづくりの推進

高齢者、障害者、外国⼈等
の住宅確保要配慮者の居住
の安定に向け、居住支援協
議会において⼊居から退去ま
でに必要な支援等について協
議を⾏うなど、多様な主体と
の連携により⼊居支援や⼊
居後の生活支援等の取組を
推進します。

⺠間住宅・マンション のバリア
フリー化、⻑寿命化、適切な
維持管理等に対する支援等
の取組を推進することで、誰
もが安全で快適に暮らせる、
良質な住宅の形成を図りま
す。

・情報発信、普及啓発の実施

・住宅確保要配慮者向け登録住宅の普及啓発

⺠間賃貸住宅等居住⽀
援推進事業

既存ストック活⽤推進事
業 ・リノベーション事業の推

進

●居住⽀援制度による住宅確保要配慮者の居住安定の確保

・新たな参加主体の募集

・講習会や相談等を通
じた情報提供・普及啓
発の実施
R2講習会開催数︓
２回

・マンション管理組合登録・支援制度の実施
・管理計画認定制度の検討
・管理の適正化に向けた新たな支援制度の検討
・マンション管理相談窓⼝の運営・講習会の実施

・マンションの管理適正
化に向けた支援等の推
進と新たな取組の検討

・リフォーム相談窓⼝の運営

●住宅の質の向上に向けた講習会や相対応等を通じた周知、啓発の実施
・講習会やセミナーの開催

・計画策定に向けた検
討

・マンションの管理適正化に関する計画策定に向けた取組の推進

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021） 令和８（2026）
年度

・調査結果の取りまとめ

・計画に基づく取組の推進、進⾏管理

・H30（2018）年
調査結果の分析 ・R5（2023）年調査結果の集計

令和４（2022）〜７（2025）年度
年度以降

事業推進・計画改定に向けた取
組の検証・調整 ・計画改定に向けた取組の検討、計画の改定

住宅政策推進事業

事業推進

R2助成件数︓
13件（681⼾）

・工事費助成の継続実施

・計画改定に向けた取組の検証、計画の改定

・地域の担い手や家主等との連携強化による⼊居・生活支援の促進

事業推進

・居住支援協議会の
運営

・⼊居支援の実施

・居住支援協議会の運営

・計画に基づく取組の推進、進⾏管理・計画の策定
（H30）

事業推進

・住宅確保要配慮者の住み替え相談や空き家の利活用に関する相談の実施
・住宅確保要配慮者への物件情報の提供
・⼊居手続の同⾏等の支援

・これまでの取組の検証を踏まえた新たな取組の実施、継続的な検証の実施

・計画に基づく取組の推進、進⾏管理
・計画改定に向けた取組の検討、計画の改定

・供給誘導
・サービス付き高齢者向け住宅等の供給誘導
・社会環境の変化等を踏まえたこれまでの誘導施策の検証及び施策の検討

・空き地や空家を活用したリノベーション事業の推進

・取組の効果検証

空き家や空き 部屋など の潜
在的な地域資源（既存ス
トッ ク） の活 用を 支援 し、
ニューノーマルに対応した機能
やインバウンドビジネス推進に
つながる機能な どの導⼊を促
進することで、新たな魅⼒の
創出や地域の活性化等を促
進します。

・計画改定（R2)

住宅・マンション良質化⽀
援推進事業

・イベント実施による情
報発信・普及啓発、

・R2支援件数︓112
件

・既存⼾建住宅の世代間循環促進による⼦育て世帯へのゆとりある住宅の供給誘導

「住宅基本計画」に基づき、
住宅の質の向上や市場の誘
導等を⾏うための施策⽴案、
調査等を実施すると ともに、
⼦育て世帯や高齢者世帯の
多様なニーズや社会環境の
変化等に応じた⺠間住宅の
誘導に取り組みます。

・住み替え等相談や物
件情報の提供、同⾏
等支援の実施

6 

202



   
 施策 1-4-6 誰もが暮らしやすい住宅・居住環境の整備 

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 

基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
行
管
理
・
評
価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

●「市営住宅等ストック総合活⽤計画」に基づく効率的な整備・管理の推進

●計画的な市営住宅の建替え及び改善等の推進

●「地域包括ケアシステム」の構築に資する大規模建替えに伴う市営住宅⽤地の活⽤の推進

●「市営住宅等ストック総合活⽤計画」に基づく計画的な維持管理

●より的確・公平な提供に向けた取組の推進

●社会情勢の変化等を踏まえた市営住宅等管理業務に関する取組の推進

●市営住宅等の使⽤に関する適正管理

●市営住宅の空き駐⾞場に設置したコインパーキング等の適正な管理・運営

●「空家等対策計画」に基づく取組の推進

●空家の予防、適正管理、流通に関する取組の推進

●まちづくりに資する空家利活⽤の推進

●管理不全化した空家等への対応

R1用地活用︓１団
地

空き家利活⽤推進事業

市営住宅等ストック活⽤
事業

・期限付き⼊居制度の
導⼊（H30）

R2実施完了棟数︓
６棟

市営住宅等管理事業

・計画の改定

・建替事業及び改善事業の実施

・管理不全化した空家等への対応の推進

・使用料の適正管理
・不適正使用に対する
対応等

・不適正使用に対する対応等の実施

・コインパーキング等の管理・運営
・拡充に向けた調整、公募の実施

・コインパーキング等の
管理・運営

・関係法令に基づく対
応の検討

・試⾏的取組の検証、検証を踏まえた取組の推進

・専⾨家団体等との協定に基づく相談対応の実施・専⾨家団体等と協定
締結（R2）

・計画改定（予定）

・専⾨家団体等と連携した普及啓発の実施
・空家状況把握のための調査の実施

・空家化の予防等に向けた支援のしくみの検討

・空家マッチング制度の
試⾏実施

事業推進・計画に基づく取組の推進、進⾏管理

・住宅に困窮する若年⼦育て世帯等の期限付き⼊居制度の推進

・使用料の適正管理

事業推進

現状 事業内容・目標
令和３（2021）

令和４（2022）〜７（2025）年度
令和８（2026）

年度 年度以降

・修繕・維持管理の実
施

事業推進

「空家等対策計画」に基づ
き、空 家の 予防 や適 正管
理、利活用に関する周知啓
発や相談窓⼝の運営、まちづ
くりに資する空家活用等の取
組を支援します。

・計画改定に向けた検
討

・特定公共賃貸住宅の適正な管理・運営

「市営住宅等ストック総合活
用計画（市営住宅等⻑寿
命化計画）」に基づき、建替
え及び改善等の実施や 、地
域包括ケアシステムの構築に
資する市営住宅用地の活用
を進めます。

市営住宅等の計画的な維持
管理等の実施や効果的な⼊
居・管理体制の導⼊を進め、
住宅困窮世帯等への的確・
公平な市営住宅等の提供を
図るとともに、空き駐⾞場の
増加等への対策など、市営
住宅等の適切な運営・ 活用
を図ります。

・継続実施

・計画に基づく取組の推進、進⾏管理

・地域と連携した⼊居支援の取組の推進、関係機関との連携体制の構築

事務事業名

・提供公園や社会福祉施設用地の創出

・管理代⾏業務のモニ
タリングの実施

・管理代⾏業務の実施・モニタリング、検証等

・⼊居制度の⾒直しに向けた検討

・次期管理⽅式の検討

・市営住宅用地の活用に関する調整
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施策1-4-7 生き生きと暮らすための健康づくり 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 市⺠一⼈ひとりの主体的な健康づくりに

向けて、企業や職域関係団体等と連携
してイベントや講座等を開催するとともに、
生活習慣改善に向けた各種啓発、生
活習慣病の発症・重症化の可能性のあ
る⽅への受診勧奨や保健指導等により、
ライフステージに応じた健康づくりの促進と
生活習慣病の予防に取り組んでいます。 

 生涯を通じた健康づくりや介護予防は、
若い時からの健康づくりの取組を継続し
ていくこと、また、何歳になっても取組を始
めることが⼤切であることから、健康づくり
と介護予防を一体的に推進しています。 

 がん検診の受診率向上のため、対象となる市⺠に対し、コールセンターやがん検診台帳システムを活用
した個別受診勧奨等の取組を推進しています。 

 

施策の主な課題 
 市⺠の健康づくりに関する取組が進んでいる一⽅で、新型コロナウイルス感染症の影響により、健康診

断・受診控えや、高齢者の⾝体機能の低下等が懸念されており、市⺠が自発的に受診や健康づくり・
介護予防に向けた⾏動をとれるよう支援していく必要があります。 

 

施策の方向性 
 
  地域団体・企業等の多様な主体と連携しながら、介護予防の取組と一体となった、生涯を通じた

主体的な健康づくりとそれを⽀える環境づくりの推進 

  新しい生活様式を踏まえながら、健康づくりや生活習慣病・介護等の予防の取組、健康診断等の
受診につなげるための効果的な情報発信の推進 

  「がん」の早期発⾒・早期治療に向けたがん検診の受診率向上と、生活習慣の改善等がんになら
ないための取組の推進 

 
  

1 

3 

2 

資料︓平成 28（2016）年度川崎市健康意識実態調査 
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直接目標 
  健康で生き生きとした生活を送る市⺠を増やす 

 

主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 
 

名　　　　　称
（指標の出典）

⼈以上 4,300 ⼈以上 4,500 ⼈以上
（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

食生活改善推進員数 食生活改善推進員数 食生活改善推進員数 食生活改善推進員数 食生活改善推進員数

3,862 ⼈ 4,264 ⼈ 4,100

38.3 ％ 31.2 ％ ⇒ 40 ％以上 41 ％以上
食に関する地域での活動に参加す
る⼈の割合
（食育に関する地域活動への参加割
合︓食育の現状と意識に関する調
査）
（食生活改善推進員数︓健康福祉
局調べ）

食育に関する地域活動参加 食育に関する地域活動参加 食育に関する地域活動参加 食育に関する地域活動参加 食育に関する地域活動参加

（平成24（2012）年度） （令和2（2020）年度） （令和2（2020）年度） （令和7（2025）年度）

3.0 ％以下
（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

40歳代の糖尿病治療者割合
（国⺠健康保険）
（健康福祉局調べ）

3.1 ％ 2.9 ％ 3.0 ％以下 3.0 ％以下

乳がん　50 ％以上
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度） （令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

子宮がん　50 ％以上

乳がん　46.1 ％ 乳がん 48.5 ％ 乳がん　50 ％以上 乳がん　50 ％以上

胃がん　50 ％以上

子宮がん　46.1 ％ 子宮がん 48.5 ％ 子宮がん　50 ％以上 子宮がん　50 ％以上

大腸がん 50 ％以上

胃がん　42.2 ％ 胃がん 53.5 ％ 胃がん　45 ％以上 胃がん　50 ％以上

肺がん　50 ％以上

大腸がん 40.5 ％ 大腸がん 47.3 ％ 大腸がん 45 ％以上 大腸がん 50 ％以上
がん検診受診率
（国⺠生活基礎調査（厚生労働
省））

肺がん　44.5 ％ 肺がん 50.5 ％ 肺がん　50 ％以上 肺がん　50 ％以上

13.5 ％以上
（平成26（2014）年度） （令和元（2019）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

35.5 ％以上

6.0 ％ 6.4 ％ 22 ％以上 10.5 ％以上

特定健康診査実施率
特定保健指導実施率
（国⺠健康保険）
（特定健康診査・特定保健指導
実施状況報告）

24.5 ％ 25.9 ％ 33 ％以上 32.5 ％以上

％以上
（平成23（2011）年度） （平成28（2016）年度） （平成28（2016）年度） （令和3（2021）年度） （令和8（2026）年度）

％ ⼥性　78.5 ％以上 ⼥性　80.0 ％以上 ⼥性　80.0
男性　73.7 ％ 男性 71.7 ％ 男性　75.5 ％以上 男性　77.0 ％以上 男性　77.0

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における目標値

第２期実施計画期間
における目標値

第３期実施計画期間
における目標値

主観的健康観（「非常に健康」
「ほぼ健康」と回答した市⺠の割
合）
（健康意識実態調査）

％以上

⼥性　76.8 ％ ⼥性 79.0

●国の指針等に基づくがん検診等の継続実施

●がん検診・特定健診及び精密検査の未受診者への受診勧奨の実施

●がん検診の受診率向上に向けた取組の実施

●がんに対する意識向上の取組の実施

がん検診等事業

・がん検診・特定健診
等コールセンターの運用

・がん検診等の実施

・新しい生活様式を踏まえた受診勧奨の実施

事業推進・国の指針に基づく肺がん、胃がん、⼤腸がん、⼦宮がん、乳がん検診の実施
健康増進法や国の指針等に
基づき、がん検診等を適切に
実施します。

・新しい生活様式を踏まえた受診勧奨の実施

・包括協定の締結企
業等と連携した普及啓
発等の実施

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

・継続実施

・検診受診歴等のシス
テムの情報を活用した
個別受診勧奨、再勧
奨等の実施

6 

5 

4 

205



 
施策 1-4-7 生き生きと暮らすための健康づくり 

 

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 
基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
行
管
理
・
評
価 

 
 
  

●生活習慣病予防等に向けた市⺠の取組の⽀援

●若年層・働き盛り世代への生活習慣病対策の実施

●効果的な普及啓発の実施

●生活習慣病重症化予防の取組の実施

●「健康増進計画（第2期かわさき健康づくり21）」に基づく取組の実施

●若い世代の健康づくりの取組の実施

●「第4期食育推進計画」に基づく取組の推進

●イベント・講座、キャンペーンの実施等、食育の普及啓発の実施

●「第３期特定健康診査等実施計画」に基づく取組の実施

●がん検診・特定健診等コールセンターの運⽤

被保険者の生活習慣病を予
防するため、「特定健康診査
等実施計画」等に基づく取組
を推進します。

事業推進

・関係機関や企業と連
携した取組の実施

・継続実施

・企業等と連携したイ
ベント実施や広報等の
実施

生活習慣病対策事業
・さまざまな主体との連
携による生活習慣病
予防の取組の推進

・新しい生活様式を踏まえた取組の推進
生活習慣病に対する正しい
知識の普及と生活習慣の改
善を支援し、市⺠の健康づく
りと生活の質の向上を図りま
す。

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

・継続実施

・中間評価の実施と今
後の⽅向性を踏まえた
取組の推進

・市⺠の主体的な健康づくりの更なる促進に向けた取組の実施

・継続実施

市⺠が主体的に健康づくりに
取り組めるよう、「かわさき健
康づくり 21 」に基づく取組を
推進します。

・国⺠健康保険被保
険者等における生活習
慣病ハイリスク者に対す
る働きかけの実施

・第３期かわさき健康づくり21の策定

・多様な主体と連携し
たイベントや講座等の
実施による普及啓発の
推進

・効率的・効果的な保健事業の実施
●「第２期データヘルス計画」に基づく取組の実施

・がん検診・特定健診
等コールセンターの運用

・継続実施

・次期計画の策定

・次期計画の策定

・取組の推進

・取組の推進

・継続実施

事業推進・取組の推進

国⺠健康保険特定健康
診査等事業

事業推進・地域活動団体や企
業・職域保健等と連携
した⾝近な場所での健
康づくりの普及啓発活
動の実施

・新しい生活様式を踏まえた様々な主体と連携した取組の実施

・妊婦とそのパートナー
を対象に⻭科健診を
含めた総合的な健康づ
くりの取組（⻭っぴー
ファミリー健診）の実施

・継続実施

健康づくり事業

市⺠が健全な食生活を実践
できるよう、「食育推進計画」
に基づき食育の取組を推進し
ます。

・特定健康診査・特定保健指導の実施及び受診勧奨等の取組の推進

食育推進事業
・計画に基づく取組の推進

事業推進

・次期計画の策定
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●気管⽀ぜん息患者の健康の回復と福祉の増進に向けた取組の実施

●他の医療費助成制度や他のアレルギー疾患との整合性・公平性等を踏まえた制度のあり方の検討

●アレルギー疾患対策基本法及び基本的な指針に基づく本市のアレルギー疾患対策の方向性の検討

成⼈の気管支ぜん息患者に
係る医療費の一部を助成す
ることにより、健康の回復と福
祉の増進を図ります。

成⼈ぜん息患者医療費
助成事業 事業推進・成⼈の気管支ぜん息

患者に係る医療費自
己負担の一部助成の
実施

・持続可能な制度の構築を図りながら、気管支ぜん息患者の健康の回復と福祉の増進に向
けた取組の実施

・制度のあり⽅の検討及び検討結果を踏まえた取組の推進・制度のあり⽅の検討

・⽅向性の検討 ・⽅向性の検討及び検討結果を踏まえた取組の推進

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降
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